
当院の施設基準について 
＊時間外対応加算３ 

＊外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 

＊運動器リハビリテーション料（Ⅰ） 

＊⼩児運動器疾患指導管理料 

＊⼆次⾻折予防継続管理料３ 

 

当院の算定について 
＊電⼦的診療情報連携体制整備加算３ 

（１）オンライン請求を⾏っております。 
（２）オンライン資格確認を⾏う体制を有しています。 
（３）オンライン資格確認によって得た受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他 

必要な診療情報を取得・活⽤し診療を⾏っております。 
（４）マイナンバーによる資格確認（マイナ保険証）の利⽤を推奨しております 
（５）当院では領収書とともに医療費の内訳が分かる診療明細書を無料で交付して 

おります。 
 

＊⼀般名処⽅加算 
 当院では後発医薬品の使⽤促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み 

の実施として⼀般名（成分名）により処⽅箋を発⾏しております。令和６年 10 ⽉より 
⻑期収載品（先発医薬品）へ変更を希望された場合は、薬剤費の⼀部が「選定療養費」 
の対象となり、⾃⼰負担額が増えることがあります。 


